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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○予算の公表（７件） （財政課取扱い）１

鹿児島県告示第684号

平成29年第１回県議会定例会において議決された平成28年度鹿児島県一般会計補正予算（第

５号）ほか７件の要領は，次のとおりである。

平成29年５月30日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 平成28年度鹿児島県一般会計補正予算（第５号）

平成28年度鹿児島県一般会計補正予算（第５号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ40,711,408千円減額し，歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ824,017,611千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は，「第２表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の補正は，「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の補正は，「第４表 地方債補正」による。
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２ 平成28年度鹿児島県公共土木用地取得先行事業等特別会計補正予算（第１号）

平成28年度鹿児島県公共土木用地取得先行事業等特別会計補正予算（第１号）は，次に定め

るところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ1,858千円減額し，歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ32,397千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

土 地 開 発 基 金 勘 定

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 財 産 収 入 34,255 △ 1,899 32,356

1 財 産 運 用 収 入 34,255 △ 1,899 32,356

3 繰 越 金 0 41 41

1 繰 越 金 0 41 41

歳 入 合 計 34,255 △ 1,858 32,397

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 土地開発基金費 34,255 △ 1,858 32,397

1 土 地 開 発 基 金 費 34,255 △ 1,858 32,397

歳 出 合 計 34,255 △ 1,858 32,397
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３ 平成28年度鹿児島県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）

平成28年度鹿児島県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ287,459千円減額し，歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ6,374,865千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は，「第２表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の補正は，「第３表 地方債補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円3 繰 入 金 1,786,196 △ 133,922 1,652,274

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,762,562 △ 133,852 1,628,710

共生・協働の地域社3 434 △ 70 364会づくり基金繰入金

4 繰 越 金 970 50,860 51,830

1 繰 越 金 970 50,860 51,830

5 諸 収 入 47,610 5,603 53,213

1 雑 入 47,610 5,603 53,213

6 県 債 2,531,000 △ 210,000 2,321,000

1 県 債 2,531,000 △ 210,000 2,321,000

歳 入 合 計 6,662,324 △ 287,459 6,374,865
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歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 港湾整備事業費 6,662,324 △ 287,459 6,374,865

1 港 湾 整 備 事 業 費 2,452,985 △ 224,116 2,228,869

2 公 債 費 4,209,339 △ 63,343 4,145,996

歳 出 合 計 6,662,324 △ 287,459 6,374,865

第２表 繰越明許費

款 項 事 業 名 金 額

千円

1 港湾整備事業費 313,124

1 港 湾 整 備 事 業 費 313,124

環 境 保 全 事 業 15,863

港湾維持修繕事業 154,261

整 備 事 業 143,000

計 313,124
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第３表 地方債補正

補 正 前 補 正 後

起 債 の 目 的
起 債 の 償 還 の 起 債 の 償 還 の

限 度 額 利 率 限 度 額 利 率
方 法 方 法 方 法 方 法

千円 千円

埠頭用地造成事業費 2,076,000 (借入方法) 年 7.0 借入時期 1,866,000 (借入方法) 年 7.0 借入時期

上 屋 建 造 事 業 費 455,000 証書借入 ％以内 から据置期 455,000 証書借入 ％以内 から据置期

又は証券発 （ただ 間を含め40 又は証券発 （ただ 間を含め40

行の方法に し，利 年以内にお 行の方法に し，利 年以内にお

よる。 率見直 いて元利均 よる。 率見直 いて元利均

発行価格 し方式 等又は元金 発行価格 し方式 等又は元金

が額面金額 で借り 均等等の方 が額面金額 で借り 均等等の方

を下回ると 入れる 法により償 を下回ると 入れる 法により償

きは，その 資金に 還する。 きは，その 資金に 還する。

発行差額を ついて， ただし， 発行差額を ついて， ただし，

うめるため 利率の 財政の都合 うめるため 利率の 財政の都合

必要な金額 見直し により繰り 必要な金額 見直し により繰り

をこれに加 を行っ 上げて償還 をこれに加 を行っ 上げて償還

算した額と た後に をし，又は 算した額と た後に をし，又は

することが おいて 上記借入期 することが おいて 上記借入期

できる。 は，当 間の範囲内 できる。 は，当 間の範囲内

(その他) 該見直 で借り換え (その他) 該見直 で借り換え

工事その し後の ることがで 工事その し後の ることがで

他の都合に 利率） きる。 他の都合に 利率） きる。

より一部又 より一部又

は全部を翌 は全部を翌

年度以降に 年度以降に

借り入れる 借り入れる

ことができ ことができ

る。 る。

計 2,531,000 2,321,000
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４ 平成28年度鹿児島県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成28年度鹿児島県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定

めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ833千円減額し，歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ206,522千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 繰 入 金 10,441 △ 1,321 9,120

1 一 般 会 計 繰 入 金 10,441 △ 1,321 9,120

3 諸 収 入 116,586 △ 65 116,521

1 貸 付 金 元 利 収 入 109,243 △ 11 109,232

4 過 年 度 収 入 7,343 △ 54 7,289

6 国 庫 支 出 金 1,199 553 1,752

1 国 庫 補 助 金 1,199 553 1,752

歳 入 合 計 207,355 △ 833 206,522

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
母子父子寡婦福祉1 207,355 △ 833 206,522資金貸付事業費

母子父子寡婦福祉1 207,355 △ 833 206,522
資金貸付事業費

歳 出 合 計 207,355 △ 833 206,522
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５ 平成28年度鹿児島県中小企業支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成28年度鹿児島県中小企業支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ70,752千円増額し，歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ602,637千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

3 繰 入 金 8,795 △ 1,715 7,080

1 一 般 会 計 繰 入 金 8,795 △ 1,715 7,080

3 繰 越 金 352,466 △ 220 352,246

1 繰 越 金 352,466 △ 220 352,246

5 諸 収 入 170,624 72,687 243,311

1 県 預 金 利 子 161 △ 124 37

2 貸 付 金 元 利 収 入 103,662 59,967 163,629

3 雑 入 0 124 124

4 過 年 度 収 入 66,801 12,720 79,521

歳 入 合 計 531,885 70,752 602,637

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
中小企業支援資金1 531,885 70,752 602,637貸付事業費

中小企業支援資金1 531,885 70,752 602,637
貸付事業費

歳 出 合 計 531,885 70,752 602,637
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６ 平成28年度鹿児島県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成28年度鹿児島県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定める

ところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額は，既定の歳入歳出予算総額のとおりとし，歳入歳出それぞれ

204,138千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

貸 付 勘 定

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

3 繰 越 金 169,229 △ 1,101 168,128

1 繰 越 金 169,229 △ 1,101 168,128

4 諸 収 入 30,451 1,101 31,552

1 貸 付 金 元 利 収 入 27,451 △ 621 26,830

2 過 年 度 収 入 3,000 1,722 4,722

歳 入 合 計 200,000 0 200,000

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
沿岸漁業改善資金1 200,000 0 200,000貸付事業費

沿岸漁業改善資金1 200,000 0 200,000貸付事業費

歳 出 合 計 200,000 0 200,000
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７ 平成28年度鹿児島県公債管理特別会計補正予算（第１号）

平成28年度鹿児島県公債管理特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ4,101,234千円減額し，歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ221,387,497千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 財 産 収 入 649,300 △ 110,487 538,813

1 財 産 運 用 収 入 649,300 △ 110,487 538,813

2 繰 入 金 151,317,873 △ 4,047,023 147,270,850

1 一 般 会 計 繰 入 金 135,267,873 △ 4,047,023 131,220,850

3 繰 越 金 0 56,276 56,276

1 繰 越 金 0 56,276 56,276

歳 入 合 計 225,488,731 △ 4,101,234 221,387,497

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 公 債 費 225,488,731 △ 4,101,234 221,387,497

1 公 債 費 225,488,731 △ 4,101,234 221,387,497

歳 出 合 計 225,488,731 △ 4,101,234 221,387,497
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８ 平成28年度鹿児島県就農支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成28年度鹿児島県就農支援資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるとこ

ろによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額を，歳入歳出それぞれ4,571千円減額し，歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ114,497千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

第１表 歳入歳出予算補正

貸 付 勘 定

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

2 繰 越 金 9,570 △ 517 9,053

1 繰 越 金 9,570 △ 517 9,053

3 諸 収 入 70,653 △ 4,077 66,576

1 貸 付 金 元 利 収 入 70,653 △ 4,077 66,576

歳 入 合 計 80,223 △ 4,594 75,629

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
就農支援資金貸付1 80,223 △ 4,594 75,629事業費

就農支援資金貸付1 80,223 △ 4,594 75,629事業費

歳 出 合 計 80,223 △ 4,594 75,629
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業 務 勘 定

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 繰 入 金 360 △ 24 336

1 一 般 会 計 繰 入 金 360 △ 24 336

2 繰 越 金 41 17 58

1 繰 越 金 41 17 58

3 諸 収 入 1 7 8

1 県 預 金 利 子 1 7 8

歳 入 合 計 402 0 402

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
就農支援資金貸付1 402 0 402事業費

就農支援資金貸付1 402 0 402事業費

歳 出 合 計 402 0 402
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農 業 改 良 資 金 業 務 勘 定

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円

1 繰 入 金 1,195 △ 96 1,099

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,195 △ 96 1,099

2 繰 越 金 383 180 563

1 繰 越 金 383 180 563

3 諸 収 入 67 △ 61 6

1 県 預 金 利 子 27 △ 21 6

2 雑 入 40 △ 40 0

歳 入 合 計 1,645 23 1,668

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 合 計

千円 千円 千円
農業改良資金貸付1 1,645 23 1,668事業費

農業改良資金貸付1 1,645 23 1,668事業費

歳 出 合 計 1,645 23 1,668
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鹿児島県告示第685号

平成29年第１回県議会定例会において議決された平成28年度鹿児島県病院事業特別会計補正

予算（第３号）の要領は，次のとおりである。

平成29年５月30日

鹿児島県知事 三反園訓

平成28年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第３号）

第１条 平成28年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによ

る。

第２条 平成28年度鹿児島県病院事業特別会計予算（以下「予算」という。）第２条第２号を

次のとおり改める。

 患 者 数

延入院患者数 298,527人 １日平均入院患者数 818人

延外来患者数 271,287人 １日平均外来患者数 1,116人

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 病院事業収益 18,976,546千円 471,154千円 19,447,700千円

第１項 医 業 収 益 15,488,973千円 436,929千円 15,925,902千円

第２項 医業外収益 3,487,573千円 34,225千円 3,521,798千円

支 出

第１款 病院事業費用 18,891,053千円 260,954千円 19,152,007千円

第１項 医 業 費 用 18,762,181千円 251,289千円 19,013,470千円

第２項 医業外費用 118,872千円 5,065千円 123,937千円

第３項 特 別 損 失 0千円 4,600千円 4,600千円

第４項 予 備 費 10,000千円 0千円 10,000千円

第４条 予算第４条本文中「798,373千円」を「781,389千円」に改め，資本的収入及び支出の

予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 1,053,903千円 △ 6,481千円 1,047,422千円

第１項 企 業 債 306,000千円 0千円 306,000千円

第２項 他会計負担金 747,903千円 △ 9,840千円 738,063千円

第３項 国庫補助金 0千円 239千円 239千円

第４項 長期貸付金返還金 0千円 3,120千円 3,120千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 1,852,276千円 △ 23,465千円 1,828,811千円
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第１項 建設改良費 1,016,990千円 △ 9,840千円 1,007,150千円

第２項 企業債償還金 804,326千円 0千円 804,326千円

第３項 長期貸付金 30,960千円 △ 21,110千円 9,850千円

第４項 基金積立金 0千円 7,485千円 7,485千円

第５条 予算第６条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

職 員 給 与 費 10,891,879千円 △ 237,275千円 10,654,604千円

交 際 費 565千円 △ 15千円 550千円

第６条 予算第７条中「2,058,140千円」を「2,372,079千円」に改める。
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鹿児島県告示第686号

平成29年第１回県議会定例会において議決された平成28年度鹿児島県工業用水道事業特別会

計補正予算（第２号）の要領は，次のとおりである。

平成29年５月30日

鹿児島県知事 三反園訓

平成28年度鹿児島県工業用水道事業特別会計補正予算（第２号）

第１条 平成28年度鹿児島県工業用水道事業特別会計補正予算（第２号）は，次に定めるとこ

ろによる。

第２条 平成28年度鹿児島県工業用水道事業特別会計予算（以下「予算」という。）第２条を

次のとおり改める。

 給水事業所数 45事業所

 年間総給水量 5,037,730立方メートル

 １日平均給水量 13,802立方メートル

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 工業用水道事業収益 258,618千円 △ 2,006千円 256,612千円

第１項 営 業 収 益 176,479千円 △ 2,006千円 174,473千円

第２項 営 業 外 収 益 82,139千円 0千円 82,139千円

支 出

第１款 工業用水道事業費用 173,438千円 △ 5,790千円 167,648千円

第１項 営 業 費 用 159,068千円 44千円 159,112千円

第２項 営 業 外 費 用 14,370千円 △ 5,834千円 8,536千円

第４条 予算第４条本文中「6,982千円」を「6,833千円」に，「66,427千円」を「66,576千円」

に改め，資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 1,263,543千円 △ 22,528千円 1,241,015千円

第１項 工 事 負 担 金 111,943千円 △ 22,528千円 89,415千円

第２項 企 業 債 1,151,600千円 0千円 1,151,600千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 1,336,952千円 △ 22,528千円 1,314,424千円

第１項 建 設 改 良 費 1,278,998千円 △ 22,528千円 1,256,470千円

第２項 企 業 債 償 還 金 57,954千円 0千円 57,954千円

第５条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）
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職 員 給 与 費 24,522千円 44千円 24,566千円
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鹿児島県告示第687号

平成29年第１回県議会定例会において議決された平成28年度鹿児島県一般会計補正予算（第

６号）の要領は，次のとおりである。

平成29年５月30日

鹿児島県知事 三反園訓

平成28年度鹿児島県一般会計補正予算（第６号）

平成28年度鹿児島県一般会計補正予算（第６号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ1,186,220千円を追加し，歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ825,203,831千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は，「第２表 繰越明許費」による。

（地方債の補正）

第３条 地方債の補正は，「第３表 地方債補正」による。
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鹿児島県告示第688号

平成29年第１回県議会定例会において議決された平成29年度鹿児島県一般会計予算ほか８件

の要領は，次のとおりである。

平成29年５月30日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 平成29年度鹿児島県一般会計予算

平成29年度鹿児島県一般会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ809,969,000千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第214条の規定による債務を負担することができる事項，期間及び限度額

は，「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限

度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最高額は150,000,000

千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は，次のとおりと定める。

 各項に計上した給料，職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算

額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
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２ 平成29年度鹿児島県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算

平成29年度鹿児島県林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計予算は，次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ101,757千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」によ

る。

第１表 歳入歳出予算

貸 付 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

2 繰 入 金 70

2 業 務 勘 定 繰 入 金 70

3 繰 越 金 86,500

1 繰 越 金 86,500

4 諸 収 入 13,430

1 貸 付 金 元 利 収 入 13,130

2 過 年 度 収 入 300

歳 入 合 計 100,000

歳 出

款 項 金 額

千円
林業・木材産業改善資金貸1 100,000付事業費

林業・木材産業改善資金貸1 100,000付事業費

歳 出 合 計 100,000
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業 務 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

2 繰 入 金 104

1 一 般 会 計 繰 入 金 104

3 繰 越 金 1,653

1 繰 越 金 1,653

歳 入 合 計 1,757

歳 出

款 項 金 額

千円
林業・木材産業改善資金貸1 1,757付事業費

林業・木材産業改善資金貸1 1,757付事業費

歳 出 合 計 1,757
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３ 平成29年度鹿児島県公共土木用地取得先行事業等特別会計予算

平成29年度鹿児島県公共土木用地取得先行事業等特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ223,677千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」によ

る。

（地方債）

第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限

度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。

第１表 歳入歳出予算

公 共 土 木 用 地 取 得 先 行 事 業 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

4 県 債 191,000

1 県 債 191,000

歳 入 合 計 191,000

歳 出

款 項 金 額

千円

1 公共土木用地取得先行事業費 191,000

1 公共土木用地取得先行事業費 191,000

歳 出 合 計 191,000
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土 地 開 発 基 金 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

1 財 産 収 入 32,677

1 財 産 運 用 収 入 32,677

歳 入 合 計 32,677

歳 出

款 項 金 額

千円

1 土 地 開 発 基 金 費 32,677

1 土 地 開 発 基 金 費 32,677

歳 出 合 計 32,677

第２表 地 方 債

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

公共土木用地取 191,000 （借入方法） 年7.0％ 借入時期から据置期間を

得先行事業費 証書借入又は証券発行の 以内（た
含め40年以内において元利

方法による。 だし，利
均等又は元金均等等の方法

発行価格が額面金額を下 率見直し

回るときは，その発行差額 方式で借 により償還する。

をうめるため必要な金額を り入れる
ただし，財政の都合によ

これに加算した額とするこ 資金につ
り繰り上げて償還をし，又

とができる。 いて，利

（その他） 率の見直 は上記借入期間の範囲内で

工事その他の都合により しを行っ
借り換えることができる。

一部又は全部を翌年度以降 た後にお

に借り入れることができる。 いては，

当該見直

し後の利

率）

計 191,000
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４ 平成29年度鹿児島県港湾整備事業特別会計予算

平成29年度鹿児島県港湾整備事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ8,698,421千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」によ

る。

（地方債）

第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限

度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円

1 使 用 料 及 び 手 数 料 2,207,033

1 使 用 料 2,207,033

2 財 産 収 入 97,831

1 財 産 運 用 収 入 97,831

3 繰 入 金 1,386,659

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,363,025

鹿児島臨海環境整備基金繰2 23,200入金

共生・協働の地域社会づく3 434り基金繰入金

5 諸 収 入 47,610

1 雑 入 47,610

6 県 債 4,959,288

1 県 債 4,959,288

歳 入 合 計 8,698,421
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歳 出

款 項 金 額

千円

1 港 湾 整 備 事 業 費 8,698,421

1 港 湾 整 備 事 業 費 2,661,300

2 公 債 費 6,037,121

歳 出 合 計 8,698,421

第２表 地 方 債

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

埠頭用地造成事 1,819,000 （借入方法） 年 7.0％ 借入時期から据置期間を

業費 証書借入又は証券発行の 以内（た
含め40年以内において元利

方法による。 だし，利上屋建造事業費 973,000
均等又は元金均等等の方法

発行価格が額面金額を下 率見直し

回るときは，その発行差額 方式で借 により償還する。借 換 債 2,167,288
をうめるため必要な金額を り入れる

ただし，財政の都合によ
これに加算した額とするこ 資金につ

り繰り上げて償還をし，又
とができる。 いて，利

（その他） 率の見直 は上記借入期間の範囲内で

工事その他の都合により しを行っ
借り換えることができる。

一部又は全部を翌年度以降 た後にお

に借り入れることができる。いては，

当該見直

し後の利

率）

計 4,959,288
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５ 平成29年度鹿児島県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

平成29年度鹿児島県母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算は，次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ236,885千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」によ

る。

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円

1 繰 入 金 6,959

1 一 般 会 計 繰 入 金 6,959

2 繰 越 金 109,302

1 繰 越 金 109,302

3 諸 収 入 120,624

1 貸 付 金 元 利 収 入 105,295

4 過 年 度 収 入 15,329

歳 入 合 計 236,885

歳 出

款 項 金 額

千円
母子父子寡婦福祉資金貸付1 236,885事業費

母子父子寡婦福祉資金貸付1 236,885事業費

歳 出 合 計 236,885
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６ 平成29年度鹿児島県中小企業支援資金貸付事業特別会計予算

平成29年度鹿児島県中小企業支援資金貸付事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ169,223千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」によ

る。

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円

3 繰 入 金 10,249

1 一 般 会 計 繰 入 金 10,249

4 繰 越 金 2,000

1 繰 越 金 2,000

5 諸 収 入 156,974

1 県 預 金 利 子 12

2 貸 付 金 元 利 収 入 94,132

4 過 年 度 収 入 62,830

歳 入 合 計 169,223

歳 出

款 項 金 額

千円
中小企業支援資金貸付事業1 169,223費

中小企業支援資金貸付事業1 169,223費

歳 出 合 計 169,223
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７ 平成29年度鹿児島県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算

平成29年度鹿児島県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ203,963千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」によ

る。

第１表 歳入歳出予算

貸 付 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

2 繰 入 金 170

2 業 務 勘 定 繰 入 金 170

3 繰 越 金 172,767

1 繰 越 金 172,767

4 諸 収 入 27,063

1 貸 付 金 元 利 収 入 24,063

2 過 年 度 収 入 3,000

歳 入 合 計 200,000

歳 出

款 項 金 額

千円

沿岸漁業改善資金貸付事業 200,0001 費

沿岸漁業改善資金貸付事業1 200,000費

歳 出 合 計 200,000
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業 務 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

3 繰 越 金 3,963

1 繰 越 金 3,963

歳 入 合 計 3,963

歳 出

款 項 金 額

千円

沿岸漁業改善資金貸付事業 3,9631 費

沿岸漁業改善資金貸付事業1 3,963費

歳 出 合 計 3,963
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８ 平成29年度鹿児島県公債管理特別会計予算

平成29年度鹿児島県公債管理特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ209,142,073千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」によ

る。

（地方債）

第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限

度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。

第１表 歳入歳出予算

歳 入

款 項 金 額

千円

1 財 産 収 入 699,435

1 財 産 運 用 収 入 699,435

2 繰 入 金 145,100,345

1 一 般 会 計 繰 入 金 130,630,345

2 県 債 管 理 基 金 繰 入 金 14,470,000

4 県 債 63,342,293

1 県 債 63,342,293

歳 入 合 計 209,142,073

歳 出

款 項 金 額

千円

1 公 債 費 209,142,073

1 公 債 費 209,142,073

歳 出 合 計 209,142,073
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第２表 地 方 債

起債の目的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

千円

借 換 債 63,342,293 （借入方法） 年 7.0％ 借入時期から据置期間を

以内（た
証書借入又は証券発行 含め40年以内において元利

だし，利
（他の地方公共団体との共 均等又は元金均等等の方法

率見直し

同発行を含む。）の方法に 方式で借 により償還する。

り入れる
よる。 ただし，財政の都合によ

資金につ
発行価格が額面金額を下 り繰り上げて償還をし，又

いて，利

回るときは，その発行差額 率の見直 は上記借入期間の範囲内で

しを行っ
をうめるため必要な金額を 借り換えることができる。

た後にお
これに加算した額とするこ

いては，

とができる。 当該見直

し後の利

率）

計 63,342,293
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９ 平成29年度鹿児島県就農支援資金貸付事業特別会計予算

平成29年度鹿児島県就農支援資金貸付事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ107,620千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，「第１表 歳入歳出予算」によ

る。

第１表 歳入歳出予算

貸 付 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

2 繰 越 金 1,960

1 繰 越 金 1,960

3 諸 収 入 72,529

1 貸 付 金 元 利 収 入 72,529

歳 入 合 計 74,489

歳 出

款 項 金 額

千円

1 就農支援資金貸付事業費 74,489

1 就農支援資金貸付事業費 74,489

歳 出 合 計 74,489
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業 務 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

1 繰 入 金 360

1 一 般 会 計 繰 入 金 360

2 繰 越 金 9

1 繰 越 金 9

3 諸 収 入 1

1 県 預 金 利 子 1

歳 入 合 計 370

歳 出

款 項 金 額

千円

1 就農支援資金貸付事業費 370

1 就農支援資金貸付事業費 370

歳 出 合 計 370
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農 業 改 良 資 金 貸 付 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

2 繰 越 金 19,010

1 繰 越 金 19,010

3 諸 収 入 12,450

1 貸 付 金 元 利 収 入 8,085

2 過 年 度 収 入 4,365

歳 入 合 計 31,460

歳 出

款 項 金 額

千円

1 農業改良資金貸付事業費 31,460

1 農業改良資金貸付事業費 31,460

歳 出 合 計 31,460
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農 業 改 良 資 金 業 務 勘 定

歳 入

款 項 金 額

千円

1 繰 入 金 1,195

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,195

2 繰 越 金 100

1 繰 越 金 100

3 諸 収 入 6

1 県 預 金 利 子 6

歳 入 合 計 1,301

歳 出

款 項 金 額

千円

1 農業改良資金貸付事業費 1,301

1 農業改良資金貸付事業費 1,301

歳 出 合 計 1,301



- 75 -

鹿 児 島 県 公 報 平成29年５月30日（火）第3318号

鹿児島県告示第689号

平成29年第１回県議会定例会において議決された平成29年度鹿児島県病院事業特別会計予算

の要領は，次のとおりである。

平成29年５月30日

鹿児島県知事 三反園訓

平成29年度鹿児島県病院事業特別会計予算

（総 則）

第１条 平成29年度鹿児島県病院事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

 病 床 数 982床

 患 者 数

延入院患者数 289,013人 １日平均入院患者数 792人

延外来患者数 271,575人 １日平均外来患者数 1,109人

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 病院事業収益 18,965,609千円

第１項 医 業 収 益 15,598,085千円

第２項 医業外収益 3,367,524千円

支 出

第１款 病院事業費用 18,931,405千円

第１項 医 業 費 用 18,820,062千円

第２項 医業外費用 101,343千円

第３項 予 備 費 10,000千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額 973,285千円は，過年度分損益勘定留保資金で補 するものとする。）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 1,033,193千円

第１項 企 業 債 379,000千円

第２項 他会計負担金 357,640千円

第３項 基金繰入金 296,553千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 2,006,478千円

第１項 建設改良費 1,232,566千円
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第２項 企業債償還金 746,397千円

第３項 長期貸付金 16,360千円

第４項 基金積立金 11,155千円

（企業債）

第５条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

起債の目的 県立病院の施設及び設備の整備事業

限 度 額 379,000千円

起債の方法 証書借入又は証券発行

利 率 年7.0パーセント以内（ただし，利率見直し方式

で借り入れる資金に ついて，利率の見直しを行った後においては，当

該見直し後の利率）

償還の方法 借入時期から据置期間を含め40年以内において元利均等又は元金均等

等の方法により償還する。ただし，財政の都合により繰り上げて償還

をし，又は上記借入期間の範囲内で借り換えることができる。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

 職員給与費 10,982,652千円

 交 際 費 526千円

（たな卸資産購入限度額）

第７条 たな卸資産の購入限度額は 2,045,936 千円と定める。

（重要な資産の取得）

第８条 重要な資産の取得は，次のとおりとする。

種類 名 称 数量

１ 取得する資産

器械備品 診療情報電子化システムサーバ機器 １式
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鹿児島県告示第690号

平成29年第１回県議会定例会において議決された平成29年度鹿児島県工業用水道事業特別会

計予算の要領は，次のとおりである。

平成29年５月30日

鹿児島県知事 三反園訓

平成29年度鹿児島県工業用水道事業特別会計予算

（総 則）

第１条 平成29年度鹿児島県工業用水道事業特別会計予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

 給水事業所数 45事業所

 年間総給水量 5,068,025立方メートル

 １日平均給水量 13,885立方メートル

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 工業用水道事業収益 270,655千円

第１項 営 業 収 益 175,154千円

第２項 営 業 外 収 益 95,501千円

支 出

第１款 工業用水道事業費用 213,098千円

第１項 営 業 費 用 200,866千円

第２項 営 業 外 費 用 12,232千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額 88,066千円は，過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

83,207千円，当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 4,183千円及び過年度分損益

勘定留保資金 676千円で補 するものとする。）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 1,382,842千円

第１項 工 事 負 担 金 101,842千円

第２項 企 業 債 1,281,000千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 1,470,908千円

第１項 建 設 改 良 費 1,412,363千円

第２項 企 業 債 償 還 金 58,545千円
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（企業債）

第５条 起債の目的，限度額，起債の方法，利率及び償還の方法は，次のとおりと定める。

起債の目的 万之瀬川工業用水道施設の改築事業

限 度 額 1,281,000千円

起債の方法 証書借入又は証券発行

利 率 年7.0パーセント以内（ただし，利率見直し方式

で借り入れる資金に ついて，利率の見直しを行った後においては，当

該見直し後の利率）

償還の方法 借入時期から据置期間を含め40年以内において元利均等又は元金均等

等の方法により償還する。ただし，財政の都合により繰り上げて償還

をし，又は上記借入期間の範囲内で借り換えることができる。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第６条 次に掲げる経費については，その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し，又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

 職員給与費 29,331千円


